
2024年 度

ソフ トバレーボール・ アクテイブリーダー養成講習会開催要項 い試|

1。 目  的

6.期 日

7。 開催場所

8.参加資格

9。 研 |1多内容  (
1日 目

6月 30日 (日 )

7月  7日 (日 )

指導普及委員会

指導普及委員会

愛媛県ソフトバレーボール連盟

午前9:OO～
午前9:OO～

1日 目 :2024年

2日 目 :2024年

12:30
13:30

国民の代表的な生涯スポーツとして全国で展開している「ソフトバレー

ボール」を正し<指導、審判、競技運営できるリーダーの養成を

目的とする。

2。 主  催  公益財団法人日本バレーボール協会  日本ソフトバレーボール連盟

3。 後  援  愛媛県教育委員会  愛媛県スポーツ協会
トノ

みガZ

4。 主  管  (公財)日本バレーボール協会

日本ソフトバレーボール連盟

愛媛県バレーボール協会

5。 オフイシャルボール  株式会社ミカサ  株式会社モルテン

ダ
/″

ウエルピア伊予

住所 :〒 799-3105愛 媛県伊予市下三谷 1761-1

丁巨L:089-983-4500

① 各都道府県バレーボール協会・ソフトバレーボール連盟関係者

② 各都道府県・市区町村スポーツ行政担当者

③ その他、′」ヽ学生バレーボール指導者、一般愛好者 等

のいずれかで、ソフトバレーボール指導者としての活躍を希望する者。

※参加申込時にJ∨ A個人登録を完了している事 (メ ンバーID取得)
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開 講 式

講 義

・ソフトバレーボールの歴史と普及の意義  (30分 )

・ソフトバレーボール指導者のあり方   (30分 )

・ソフトバレーボールの競技規貝」     (60分 )

・愛媛県連盟の現状と課題、大会の企画運営 (60分 )

昼 休 み

実 技 (約 3時間)タト争移
・ソフトバレーボールの指導法・審判法   (180分 )
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2日 目  9:OO 受 付

ク/  9:20 その他・指導実習             (180分 )

/′        ・基礎理論及び実技・審判の実習
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記録方法の実習

※ 以後、愛媛連盟主催の大会にて競技運営に従事する事。

八%`｀11に 考:弊/て 翻ヽダ、レポント_

10.講  師 公益財団法人∃本バレーボール協会 公認講師

唾翡訴識」
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11.資格付与  全過程を履|1多 した受講者には、(公財)日本バレーボール協会が、

「公認ソフトバレーボール・アクテイブリーダー」として認定する。

12.受講料 ¥z′θの (ソフトバレーボールハンドブック、ルールブック、

競技運営の手引き、言忍定証・修了証、ワッベンの代金を含む)

郵便振替 :愛媛県ソフトバレーボール連盟 宛

振替番号 :01660-3-54355

13。 申込万法 .5月 31日 (月 )必着  (各団体代表者もし<は個人での申込)

申込先 :〒 790-O045 松山市余戸中2-15-23
森 貴美恵森 貴美恵  宛 (郵送を原則とする。)

※ 丁巨L・ FA× :(089)971-7954

14.有効期間  4年 (ソフトバレーボール・アクテイブリーダー資格)

アクティブリーダーとして新規に認定された場合の資格有効期間は、

認定日から4年後の認定日が る年度の末日(3/31)までとする。 乏7年 サぴ

資格有効期間内に資格研修会を受講 し|1多 了することで資格の更新が

可能。この場合の資格有効期間は今回取得期間に続<4年間となる。

したがって資格有効期間の後半に資格研 |1多会を受講することが望ましい。

15。 間含せ先  愛媛県ソフ トバ レーボール連盟 理事長 木 村 栄 志

丁EL: o9o-1001-4428
メールアドレス : ehlmeosvf@gmalcom

16。 その他 ①研|1多期間中の傷害は、応急処置の他一切の責任を負わないものとする。

② 当日の持参する物 :筆記用具、吹笛、実技の出来る服装。

③ お弁当の用意は各自でお願いします。



2024年 度

ソフトバレーボール・アクティブリーダー研|1多会実施要項 零識

1 白仁| ソフトバレーボールの指導者養成の一環として、公益財団法人

日本バレーボール協会が認定しているソフトバレーボール・アクティブ

リーダーの資格取得者 (以下「アクティブリーダー」という。)に対し、

ソフトバレーボールに関する最新の情報や技術等の研|1多機会を提供する

ことによリアクティブリーダーの資質向上を図る。

2.主  催 公益財団法人日本バレーボール協会

愛媛県バレーボール協会

日本ソフトバレーボール連盟

愛媛県ソフトバレーボール連盟

3.後  援  愛媛県教育委員会  愛媛県スポーツ協会

4。 開 催 「
¬

Eコ 2024年  6月 30日 午前9三 〇〇～

5.開催場所 ウエルピア伊予

住所 三〒799-3105愛媛県伊予市下三谷 1761-1
丁EL:089-983-4500

6。 参加対象者 公益財団法人日本バレーボール協会に個人登録 (J∨AMRS)している事。

(1)公益財団法人日本バレーボール協会認定のアクティプリーダー資格取得者

(2)公益財団法人日本バレーボール協会認定の旧リーダー資格取得者で

アクティブリーダー資格に移行を希望する者

7.研 |1多 内容

16:OO

受 付

開 言青 式

講 義

① 競技規則と審判法 (90分) ② 大会運営法 (60分 )

③ 大会運営法 (60分 )

昼 休 み

④ グループディスカッション (実技含む)

グループ単位での実技、審判法等の指導

及び競技として本部での記録方法の指導

⑤ グループディスカッションの報告会

閉 講 式

公益財団法人日本バレーボール協会公認

ソフトバレーボール・マスターリーダー

愛媛県ソフトバレーボール連盟役員
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9。 |1多 了資格

① アクティブリーダー資格取得者が本研|1多会を受講し修了すると、

公益財団法人日本バレーボール協会より交付する「終了証」を授与する。

旧リーダニ資格取得者が本研修会を受講し|1多 了すると、公益財団法人

日本バレーボール協会より交付する「認定証」・「|1多了証」を授与する。

付与された認定番号は、資格保有期間中継続するb

10.資格の有効期間と更新方法

①  アクティブリーダーとして新規に認定された場合の資格有効期間は、
認定日から4年後の認定日が属する年度の末日(3/31)までとする。

② ①の資格有効期間内に本研|1多会を受講し|1多 了することで資格の更新と

する。この場合の資格有効期間は①に続<4年間とする。

③  アクティブリーダーは最新の情報や技術等を身に付けているという

趣旨から、資格有効期間の後半に本研|1多会を受講することが望ましい。

11。 受講料

②

　

③

¥駒げθ (ルールブック・競技運営の手引きの代金を含む)

郵便振替 :愛媛県ソフ トバレーボール連盟 宛

振替番号 :01660-3-54355

12.申込方法 5月 31日 (月 )必着  (各団体代表者もし<は個人での申込)

申込先 :〒 790-O045 松山市余戸中2-15-23
森 貴美恵 気付 岡部 千佐子 宛 (郵送を原則とする。)

※ 丁巨L・ FA× :(089)971-7954

13.問 合せ先 愛媛県ソフ トバレーボール連盟 理事長 木 村 栄 志

下圧L: 090-1001-4428
メールア ドレス :ehimeosvfOgmalcom

14。 その他 ①研|1多期間中の傷害は、応急処置の他一切の責任を負わないものとする。
② 当日の持参する物 :筆記用具、吹笛、実技の出来る服装。

③ お弁当の用意は各自でお願いします。


